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１ 総則 

 

(1) 本書の位置付け 

落札者決定基準は、青森県（以下、「県」という。）が「民間資金等の活用による公共

施設等の整備等の促進に関する法律」（平成11年法律第117号。以下、「ＰＦＩ法」とい

う。）第７条の規定に基づき、平成31年3月29日に特定事業として選定した新青森県総合

運動公園新水泳場等整備運営事業（以下、「本事業」という。）についての募集・選定を

行うに当たって、入札に参加しようとする者を対象に交付する入札説明書と一体のも

のである。 

落札者決定基準は、最優秀提案者を選定するに当たって、入札参加者のうち最も優れ

た提案を行った者を客観的に評価・選定するための方法および基準等を示し、入札参加

者の行う提案に具体的な指針を与えるものである。 

最優秀提案の選定に当たっての審査は、公平性および透明性を確保するとともに、客

観的な評価等を行うために設置している「新青森県総合運動公園新水泳場等整備運営

事業ＰＦＩ事業者選定審査委員会」（以下、「審査委員会」という。）において行う。 
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２ 落札者決定の手順 

 

(1) 落札者決定までの審査手順の概要 

本事業における落札者の選定は、価格およびその他の条件により最優秀提案者を決定

する総合評価一般競争入札方式に基づき次の手順で実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資格審査 

入札参加資格審査 

入札参加資格を満たさない 

提案審査 

入札提案書類の確認 

加点審査 

総合評価 

落札者の決定 

最優秀提案の選定 

失格 

提出書類の不備 
失格 

入札価格の確認 

予定価格を超える 
失格 

基礎審査 

要求水準の未達成 等 
失格 

価格審査 
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(2) 資格審査 

ア 入札参加資格審査 

入札参加者から提出される入札参加資格審査に関する書類をもとに、入札参加者が満

たすべき参加資格要件について確認し、確認の結果を代表企業に対して通知する。入札

参加資格を満たさない場合は、失格とする。 

 

(3) 提案審査 

ア 入札提案書類の確認 

入札参加者に求めた入札提案に関する提案書類がすべて揃っていることを確認する。

提出書類の不備の場合は、失格とする。 

 

イ 入札価格の確認 

入札書に記載された入札価格金額に消費税及び地方消費税を加えた額が予定価格を

超えていないことを確認する。入札価格が予定価格を超える場合は、失格とする。 

 

ウ 基礎審査 

入札提案書の内容について、主として「様式集」の「基礎審査チェックリスト」に基づ

いて、基礎審査項目を満たしていることが確認されたものを適格とし、当該提案書につい

て性能審査を行う。また、入札提案書の内容が基礎審査項目を満たしていないことが確認

された場合は失格とする。 

ただし、その内容が軽微で意図したものではなく、提案内容および入札価格に大きな影

響を及ぼすものでない場合、かつ、当該内容のみにより失格とすることは返って公平性を

欠くと認められる場合には、当該提案を行った入札参加者に対して入札参加の意思を確

認し、当該入札参加者が入札価格の変更を行わずに当該箇所について要求水準が満たさ

れることを条件に、当該入札参加者を失格にしないことがある。 

 

エ 加点審査・価格審査 

(ｱ) 加点審査 

入札参加者から提出された提案書類の各様式に記載された内容について審査を行い、

審査項目ごとに得点を付与する。 

(ｲ) 価格審査 

入札参加者から提出された入札書に記載された金額について審査を行い、得点を付

与する。 

 

オ 総合評価および最優秀提案の選定 

審査委員会は、加点審査点および価格審査点の合計点を総合評価点とし、総合評価点
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の最も高い提案を行った入札参加者を最優秀提案者として選定する。総合評価点の最も

高い提案が２以上ある場合は、加点審査点が最も高い提案を行った入札参加者を最優秀

提案者として選定する。加点審査点が同点の場合、「４ 加点審査における評価項目およ

び配点」における「２ 施設整備に関する事項」の点数が高い提案を行った入札参加者

を最優秀提案者として選定する。 

上記を考慮してもなお、総合評価点が同点扱いとなる提案が２以上ある場合には、当

該入札参加者によるくじ引きにより最優秀提案を決定する。 

 

(4) 落札者の決定 

県は、審査委員会の選定結果をもとに落札者を決定する。 
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３ 提案審査における点数化方法 

 

(1) 提案審査の配点 

提案審査は、加点審査および価格審査の総合評価により実施する。配点および得点化

方法は、県が本事業に対して民間の創意工夫を期待する度合いを勘案し、次のとおり設

定する。 

審査項目（大項目） 配 点 

加点審査 ７００点 

 １事業実施に関する事項 １５０点 

２施設整備に関する事項 ３５０点 

３運営管理に関する事項 １００点 

４維持管理に関する事項 １００点 

価格審査 ３００点 

合計 １，０００点 

 

(2) 加点審査の点数化方法 

ア 加点審査の項目および配点 

加点審査の評価項目および配点は、「４ 加点審査における評価項目および配点」を参

照すること。 

 

イ 評価項目の採点基準 

加点審査は、「４ 加点審査における評価項目および配点」に示す項目ごとに行い、次

に示す５段階により評価する。 

評価 内容 評価点 

Ａ 特に優れている 各項目の配点×1.00 

Ｂ ＡとＣの中間程度である 各項目の配点×0.75 

Ｃ 優れている 各項目の配点×0.50 

Ｄ ＣとＥの中間程度である 各項目の配点×0.25 

Ｅ 要求水準を満たす程度である 各項目の配点×0.00 
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(3) 価格審査の点数化方法 

価格審査については、入札書に記載された金額入札金額を次の方法で得点化する。価

格審査点の計算に当たっては、小数点第３位以下を四捨五入する。 

 

価格審査点＝価格審査の配点（300点）× 
最も低い入札参加者の入札金額（税込）※ 

入札参加者の入札金額（税込）※ 

 ※入札金額（税抜）に消費税及び地方消費税を加えた額 

(4) 総合評価点の算出方法 

  総合評価点は、次の方法で算出する。 

 

総合評価点＝加点審査点＋価格審査点 
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４ 加点審査における評価項目および配点 

(1) 事業実施に関する事項 

加点審査における事業実施に関する評価項目および配点は次のとおり設定する。 

審査項目 
審査の視点 配点 

中項目 小項目 

事業の取

組方針及

び事業の

業務体制 

取組方針 

①本事業の目的を十分に把握し、適切な取組方針が具体的に提案

されているか 

②長期かつ広範な業務範囲にわたる事業として、利用者のニーズ

の変化への柔軟な対応を図るとともに、品質保持・向上のための、

有効な取組方針が示されているか 

50 点 

25 点 

業務体制 

①豊富な実績や優れた能力を有する企業による適切な業務体制

が提案されているか。代表企業、構成員、協力会社各社の役割及

び責任分担、連携、協力体制が明確であるか。 

②指揮命令系統など事業マネジメント体制が明確であり、かつ、

各業務の履行状況を把握し、県への報告、連絡が適切かつ確実に

実施される具体的な業務体制が提案されているか。 

25 点 

事業計画 

資金調達

計画 

①資金調達の確実性があり、妥当な調達条件が提案されているか 

30 点 

15 点 

収支計画 

①施設整備計画、運営計画、維持計画の各計画間で整合がとれて

おり、安定的な収支計画になっているか 

②費用の算出根拠が明確であり、損益計算書や貸借対照表、キャ

ッシュフロー計算書等は妥当な内容となっているか。施設整備計

画及び維持管理計画の各計画間で整合がとれており、安定的なも

のになっているか  

15 点 

各種リス

クへの対

応 

リスク管

理計画 

①各業務の履行に係るリスクについて適切に認識されているか 

②リスク回避策及び顕在化した場合の適切な対応方針が具体的

に提案されているか 

③資金不足への対応方策について、具体的な提案がなされている

か 

④適切なＳＰＣの財務モニタリング方策が具体的に提案されて

いるか  

30 点 30 点 

地域経済

への配慮 

地域経済

への配慮 

①「設計・建設段階」における県産材の活用・県内企業からの資

材調達や地元企業の活用・地元雇用等の具体的な提案がされてい

るか 

②「運営・維持管理段階」における県内企業の参加や地元雇用等

の具体的な提案がされているか 

40 点 40 点 

計 150 点 
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(2) 施設整備に関する事項 

加点審査における施設整備に関する評価項目および配点は次のとおり設定する。 

審査項目 審査の視点 配点 

中項目 小項目 

施設整備方

針の適切性 
施設整備コンセプト  

①施設コンセプトや施設計画の基本方針が

事業目的を踏まえたもので妥当であるか。 
30 点 30 点 

施設配置・

外部計画 

の適切性 

デザイン性  
①既存施設や周辺環境に配慮したデザイン

及び提案がなされているか。 

50 点 

10 点 

配置・外構

計画 

配置計画（既

存建物の接

続） 

①現総合体育館（25ｍプール）との一体利

用に十分考慮し、相互利用や補完利用が可

能となる効率的で利便性の高い配置計画が

なされているか。 30 点 

外構計画 

①既存園道との接続、既存広場との関係

性、及び新規園道は適切に計画されている

か。 

既存建物への配慮  

①工事期間中の現総合体育館の供用に対

する安全配慮や有効な提案がなされてい

るか。 

10 点 

施設計画の

有効性 

ゾーニング・動線計画  

①国スポ等大会開催時と一般利用時に配慮

され、利用者の利便性や分かりやすさに配慮

した土足/上足エリア及びウエット/ドライ

エリアのゾーニングや動線計画となってい

るか。 

①既存室内プールとの接続、相互利用に配慮

された計画となっているか。 

170 

点 

40 点 

50ｍプール計画 

①国スポ等大会開催時や通常の利用時に配

慮された内部環境、プール設備及びプールサ

イドの計画となっているか。 

40 点 

観客への配慮 

①観客席は国スポ等大会開催時や通常の利

用時に配慮された客席配置計画になってい

るか。また視認性及び機能性に優れた客席の

提案がなされているか。 

30 点 

競技性への配慮 
①競技利用者の競技のし易さに配慮した計

画となっているか。 
20 点 

関連諸室計画  

①プール関連諸室について様々な利用形態

（国スポ等大会開催時、一般利用時）に対応

した提案がなされているか。 

①既存 25mプールとの相互利用に配慮された

計画となっているか。 

30 点 

ユニバーサルデザイン・安

全性 

①年齢、性別（LGBT）、障害の有無に関わら

ず、すべての利用者が快適・安全に利用で

きるユニバーサルデザインの提案や、けが

防止など安全面に配慮した計画がなされ

ているか。 

10 点 

構造、防

犯・防災性 

構造及び耐

震化への配

慮 

建物の安全性

能 

①耐震安全性、耐震性能、その他安全上の留

意事項に対応した具体的な構造計画が示さ

れているか。 

40 点 

10 点 

大空間の安全

性（耐震化） 

①大規模空間（プール室）における非構造部

材の耐震性、及び設備機器の耐震性について

具体的な提案がなされているか。 

防犯・防災

性への配慮 

防犯・安全性 

①通常時の利用者の安全確保、盗難防止対策

等、防犯・安全性に配慮した提案がなされて

いるか。 
15 点 

災害時の安全 ①災害発生時の利用者に対する安全確保
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確保（観客） （2,000 人近い観客の安全でスムーズな避難

の工夫など）に配慮した提案がなされている

か。 

避難所として

の配慮 

①災害時の避難所としての利用を想定した

対策及びライフライン確保の対策がなされ

ているか。 

多雪地域への

配慮 

①多雪地域であることを配慮したアプロー

チ動線や、屋根からの落雪に十分に配慮した

安全な施設となっているなど積雪関連対策

がなされているか。 

15 点 

環境性、保

全・経済性 

環境への配

慮 

環境負荷低減 
①環境負荷低減を図る計画がなされている

か。 

60 点 

20 点 

省エネルギ

ー、創エネル

ギー 

①省エネ・創エネの取り組みが具体的に提案

されているか。 20 点 

保全性・経

済性への配

慮 

保全性への配

慮 

①建物及び設備機器の長寿命化に関する提

案がなされているか。 

20 点 
ﾗﾝﾆﾝｸﾞ・ｲﾆｼｬ

ﾙｺｽﾄの工夫 

①ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄの削減及び建設費の縮減策につ

いて、具体的な項目を挙げ優れた提案がなさ

れているか。 

計 350 点 
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(3) 運営に関する事項 

加点審査における運営に関する評価項目および配点は次のとおり設定する。 

審査項目 
審査の視点 配点 

中項目 小項目 

開業準備

業務 

開業準備

業務の取

組方針及

び業務体

制 

①本事業における開業準備業務の内容を十分に把握し、適切な

取組方針が具体的に提案されているか。 

②豊富な実績や優れた能力を有する責任者による適切な業務体

制が提案されているか。 

③円滑な事業開始に向けた引継業務の手順について具体的に提

案がなされているか。 
20 点 

10 点 

開業準備

業務全般 

①ホームページ及び予約システムについて、利用者に分かりや

すく、操作しやすい考え方や、誤作動、情報の漏洩等が発生し

ないための方策が具体的に提案されているか。 

②効果的な事前広報、利用受付に関する工夫が見られるか。 

③新水泳場にふさわしい開館式典、内覧会、開館記念イベント

が計画されているか。  

10 点 

運営業務 

運営業務

の取組方

針及び業

務体制 

①本事業における運営業務の内容を十分に把握し、適切な取組

方針が具体的に提案されているか。 

②豊富な実績や優れた能力を有する責任者による適切な業務体

制が提案されているか。 

80 点 

20 点 

運営業務

全般 

①大会利用ニーズや県民ニーズ等、利用者の意向・地域特性な

どを把握した上で、運営日数、運営時間を設定し、年間スケジ

ュールを組み立てているか。また、利用料金は妥当で明瞭なも

のか。 

②利用者の利便性・公平性確保に資する、明確で効率的な利用

受付方法・窓口対応が提案されているか。 

③施設の知名度向上・稼働率増に向けた利用促進策が提案され

ているか。 

④プール利用者等の事故防止・発生時対応について、優れた対

応方針・体制となっているか。 

⑤その他特筆すべき点、優れた点がみられるか。 

20 点 

イベント

実施業務

等 

①地域の活性化及びにぎわい創出に資するイベントの実施に向

けた具体的な提案となっているか。 

②スポーツ教室、トレーニング指導、合宿誘致に向けた取組内

容が具体的であり、利用者の満足度を高め、かつ健康増進・ア

スリート育成の拠点を目指す提案であるか。 

③合宿所利用者にとって利便性の高い提案となっているか。 

④レストラン運営等、その他特筆すべき点、優れた点がみられ

るか。 

30 点 

自由提案

事業（付

帯事業） 

① 付帯事業は利用者の満足度を高め、稼働率の向上に資する

ことのできる付加価値の高い事業を提供できる計画であるか。 10 点 

計 100 点 
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(4) 維持管理に関する事項 

加点審査における維持管理に関する評価項目および配点は次のとおり設定する。 

審査項目 
審査の視点 配点 

中項目 小項目 

維持管理

業務 

維持管理業

務の取組方

針及び業務

体制 

①本事業における維持管理業務の内容を十分に把握し、適切な

取組方針が具体的に提案されているか。 

②豊富な実績や優れた能力を有する責任者による適切な業務体

制が提案されているか。 

35 点 35 点 

新水泳場維

持管理業務 

①業務の内容が十分に把握され、利用者の安全性及び予防保全

に配慮し、快適に施設利用できるよう維持管理の方針や従業者

の教育方針が示されているか。 

②維持管理（点検、保守、修繕、更新等）を容易にする具体的な

項目・手法と提案内容の品質を確保するための方法が具体的に

提案されているか。 

③新水泳場の良質な機能水準を維持していくための適切な建物

修繕・更新計画が提案されているか。新水泳場の長期保全計画

の内容が、時期に応じて適切に提案されているか。 

④その他具体的かつ優れた提案がなされているか。 

20 点 20 点 

新運動公園

維持管理業

務 

①業務の内容が十分に把握され、利用者の安全性及び予防保全

に配慮し、快適に施設利用できるよう維持管理の方針や従業者

の教育方針が示されているか。 

②維持管理（点検、保守、修繕等）を適切に実施するための工

夫が具体的に提案されているか。 

③その他具体的かつ優れた提案がなされているか。 

30 点 30 点 

運動公園維

持管理業務 

①業務の内容が十分に把握され、利用者の安全性及び予防保全

に配慮し、快適に施設利用できるよう維持管理の方針や従業者

の教育方針が示されているか。 

②維持管理（点検、保守、修繕等）を適切に実施するための工

夫が具体的に提案されているか。 

③その他具体的かつ優れた提案がなされているか。 

15 点 15 点 

計 100点 

 


